
高浜3,4号機の地元である福井県と高浜町の首長がどんな考え方の持ち主なのか？
これまでの発言などを抜粋します。

高浜原発の地元首長の主張

参考資料①

西川 一誠　福井県知事
震災直後

2011年3月17日発表　マニフェスト　
原子力発電はわが国のエネルキー確保と地球環境保護のため重要。
（中略）
福井県内においては、このような事故を絶対に起こさせないとの覚悟で対応、
そして万一の場合に備えて万全の対策を行います。
（中略）
電源交付金などについては、市町と連携し、
県民の「暮らしの質」の向上に資する事業に重点的・効率的に活用します。

2014年11月28日　県議会開会日
参考資料②

所信表明

高浜３・４号機の再稼働でありますが、（中略）県としては政府に対し、
原子力発電の重要性と再稼働の必要性について
国民の十分な理解を得るため、
さらに前面に立って対応するよう求めているところであります。

そしてつい最近

2014年12月4日　県議会代表質問
参考資料②

原子力発電所の再稼働の問題については、
これからさまざまな手続がありますし、
これに対して我々県、県議会とのいろんな議論、
そして地元のいろんな議論があるわけでありますけれども、
主に住民説明については地元の町が基本的に対応すると、
このような考えであります。
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少しだけ感想を
まぁ、なんだかんだ言っても、再稼働は大歓迎の方々のようです。。。

それにしても、本当に住民説明会ではなくビデオ放映だけで終わらせるつもりなんでしょうか？
2週間一方的に放送して、質問は専用の用紙でのみ受け付けるだけ。
質問を直接やり取りすることで、話は広がりますし、他の人の質問を聞いて、またさらに広がる部分もあるはずです。
町としてはそんな手間をかけてまで本気で説明する気はない、ということだと思います。
なんだか、本来の「地元同意」という意味からどんどん離れている気がします。

参考資料③

参考資料
①西川一誠公式サイト　TOPICS 2011年3月17日「西川一誠マニフェスト『福井新々元気宣言』発表」
　http://www.nishikawa-issei.com/topics015
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野瀬 豊　高浜町長

2011年9月17日　福井県内原発所在首長意見交換会　

現行のエネルキー基本計画に位置付けられた
将来的な原子力発電比率は低減しながらも、
一定の割合で原子力発電を堅持していく提言を政府に届けるべきである

震災直後

野瀬氏は2012年4月に無投票で町長に再選しています。(2回連続無投票)
でも、マニフェストはあり、その中で原発については。。

参考資料④

2012年マニフェスト　 参考資料⑤

原子力発電所と共に発展していけるように、
原子力関連産業や人材の育成を着実に進めていきます。
▶原子力エネルキーの堅持と、低炭素・再生可能エネルキーの拡充。
▶原子力産業をはしめ低炭素エネルキー関連事業の企業誘致や、
　低炭素技術の積極的な導入。

前回のポスターで、この野瀬町長が住民説明会の代わりにビデオを放送したい、
ということで原子力規制委員会にビデオ作成を依頼したという話を紹介しましたが、
そのビデオ放送が始まったようです。

高浜町ホームページ
　　　　　　　より 高浜発電所３・４号機に係る原子力規制委員会の審査概要について

参考資料⑥

高浜発電所３・４号機の新規制基準適合性審査の合格証が原子力規制委員会
から出されましたが、「どこ」が「どのように」変わり、
安全性が高められたのかについて高浜町有線テレビ≪９２チャンネル≫において
原子力規制委員会の説明ビデオを放映しております。
質問の受付について
対象者
・高浜町に住所がある方、
　町内で事務所等を経営されている方や勤務されている方。
質問受付期間
・平成２７年３月１５日（日）まで
その他注意事項
・今回は、審査結果に対する質問のみに回答させていただきます。 
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